
NPC旅費補助金の執行

2021年4月14日

国際局NOC/NPC部

資料４



旅費補助金

●事業概要

開催都市契約(開催都市契約大会運営要
件:NCS07）に基づき、大会への参加を促進するため
に、国内オリンピック委員会及びパラリンピック委員
会(以下NOC・NPC）に対して旅費補助金を支払う。

●対象者及び算定方法

対象者及び算定方法は、次ページ以降の内容でIOC
及びIPCと合意済み。
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旅費補助金 資格条件

• オリンピック及びパラリンピック共通

・ 選手

・ 選手団団長及び選手団副団長

・ 主要チーム役員

（O：オリンピック憲章Rule38/P:選手村の割り当てベッド数と同数）

• パラリンピックのみの資格条件

・ 競技パートナー

・ チーフ・チーム フィジシャン

・ 獣医

2



旅費補助金 算定基準

・ NOC/NPC各国の首都（もしくは指定空港）から東京までの公表されている最も

安いエコノミークラスの往復航空運賃。

・ NOC/NPC各国の首都から東京2020大会の公式通関手続き港までの最短の直行

ルート。

・ 有料で再予約が可能なもの。

・ 可能な限り、オリンピック/パラリンピック選手村の開村日及び閉村日に着発する

航空運賃。

・ トランジットの費用は含まない。

・ 空港使用料及び税は含む。

・ 特別割引航空運賃及び低価格航空運賃は除外する。
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旅費補助金 執行見込額

•オリンピック V5予算内

•パラリンピック V5予算内
＊現時点でのETSによる対象者を基に算定のため、今後変動の可能性があります。
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旅費補助金 タイムライン

2019年 12月 1名当たり旅費補助金額通知

2021年 ６月上旬 Pre-DRMに基づき人数を仮決定、１回目のNOC支払金額を確定

2021年 ６月末 NOC １回目の支払い（総額の60％）

2021年 ７月上旬 Pre-DRMに基づき人数を仮決定、 １回目のNPC支払金額を確定

2021年 ７月末 DRMによりNOC人数の算出根拠確定

NPC １回目の支払い (総額の60％）

2021年 ８月下旬 DRMによりNPC人数の算出根拠確定

2021年 ９月末 算出根拠から失格者、残債を相殺し、NOC/NPCへの支払総額を確定

2021年 11月 NOC/NPC ２回目の支払い（総額から１回目の支払い金額を引いた残額）
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